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■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入
者
に
新

し
い
保
険
証

　
８
月
１
日
㈰
か
ら
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
加
入
者
（
75
歳
以
上
か
65
歳
～
74

歳
で
一
定
の
障
害
が
あ
り
認
定
を
受
け
た

人
）
が
医
療
機
関
な
ど
の
窓
口
で
提
示
す

る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
が

新
し
く
な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
緑

色
の
封
筒
に
入
れ
て
、
７
月
下
旬
に
郵
送

し
ま
す
。
保
険
証
が
届
い
た
ら
、
住
所
や

氏
名
な
ど
の
確
認
を
。
こ
の
保
険
証
の
有

効
期
間
は
、
８
月
１
日
㈰
か
ら
来
年
７
月

31
日
㈰
ま
で
の
１
年
間
で
す
。
な
お
、
保

険
料
の
滞
納
状
況
に
よ
り
、
通
常
よ
り
有

効
期
間
の
短
い
被
保
険
者
証
を
交
付
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
納
付
状
況

が
改
善
し
な
い
と
き
は
特
別
な
理
由
が
あ

る
場
合
を
除
き
、
医
療
費
が
い
っ
た
ん
全

額
負
担
に
な
る
資
格
証
明
書
を
交
付
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

�
簡
易
書
留
に
よ
る
郵
送
を
希
望
す
る
人

は
、
７
月
21
日
㈬
ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ

さ
い
。

■
国
保
の
高
齢
受
給
者
に
新
し
い
受
給
者

証　
国
保
の
高
齢
受
給
者
（
70
歳
～
74
歳
の

国
民
健
康
保
険
加
入
者
。
た
だ
し
、
後
期

高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
を
除
く
）
が
持

っ
て
い
る
高
齢
受
給
者
証
の
有
効
期
限
は

７
月
31
日
㈯
ま
で
。
７
月
下
旬
に
該
当
者

へ
新
し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　
な
お
、
高
齢
受
給
者
で
１
割
負
担
の
人

は
、
健
康
保
険
法
な
ど
の
改
正
で
来
年
４

月
１
日
㈮
か
ら
２
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

　

８
月
１
日
㈰
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
や
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
高
齢
受
給
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
自
己
負
担
割
合
も
変
更
に
。
そ
の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

自己負担割合の所得判定基準など

区　分 基　準 負担割合

現役並み所得者*
　市民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度加入者および同一世帯の後期高齢者
医療制度加入者。（後期高齢者医療制度加入者の年収合計が、２人以上で520万円以上、１人で
383万円以上の場合）

３割

一般*

・同一世帯の後期高齢者医療制度加入者のいずれもが市民税課税所得145万円未満の場合。 
・市民税課税所得が145万円以上でも、後期高齢者医療制度加入者の年収合計が２人以上で
520万円未満、１人で383万円未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提出し、認定されれば
一般の区分(負担割合１割)。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１割（国保の高齢受
給者は来年４月１日
からは２割）

後期高齢者医療制
度の創設による激
変緩和措置

　後期高齢者医療制度に移行することによって後期高齢者医療制度加入者が１人だけの世帯となり、現役並み所得者
となった場合、市民税課税所得145万円以上かつ収入が383万円以上の後期高齢者医療制度加入者（世帯内にほかに
後期高齢者医療制度加入者がいない場合に限る）であって、世帯内の70歳～74歳の人も含めた年収の合計が520万円
未満の人は、基準収入額適用申請により、一般の区分と同様となり１割負担となります。

*国保の高齢受給者の場合は、「後期高齢者医療制度加入者」を「国保の高齢受給者」と読み替える。

問
い
合
わ
せ
は

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は　

国
民
健
康
保
険
課　

☎
８
９
８
―
６
２
５
３

　

国
保
の
高
齢
者
受
給
者
に
つ
い
て
は　

同
課　

☎
８
９
８
―
６
２
４
９

新
し
い
受
給
者
証
の
負
担
割
合
は
「
２
割

（
平
成
23
年
３
月
31
日
ま
で
は
１
割
）」
と

受
給
者
証
に
表
記
。
有
効
期
限
は
来
年
７

月
31
日
㈰
か
満
75
歳
に
な
る
日
の
前
日
ま

で
で
す
。
国
保
以
外
の
高
齢
受
給
者
は
各

保
険
者
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
自
己
負
担
の
割
合
を
見
直
し

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
や
国
保

の
高
齢
受
給
者
証
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自

己
負
担
割
合
に
つ
い
て
、
本
年
度
の
市
民

税
課
税
所
得
額
（
市
県
民
税
課
税
標
準
額
）

や
昨
年
分
の
収
入
に
基
づ
き
、
見
直
し
を

行
い
ま
す
。
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ

い
て
は
加
入
者
ご
と
、
国
保
の
高
齢
受
給

者
に
つ
い
て
は
受
給
者
ご
と
に
判
定
さ
れ

ま
す
。（
下
表
参
照
）

　
な
お
、
現
在
使
用
し
て
い
る
「
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
や
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
は
、
８
月
１
日
㈰

以
降
使
え
ま
せ
ん
。
市
役
所
国
民
健
康
保

険
課
か
各
支
所
・
出
張
所
へ
返
却
す
る
か
、

各
自
で
廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

高
齢
者
を
し
っ
か
り
支
え
る
医
療
制
度

問
い
合
わ
せ
は

　
　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー　

☎
２
３
０
―
１
７
５
５

消費
者の

豆
知
識

豆
知
識

〈
事
例
〉「
○
○
高
校
同
窓
名
鑑
」
の
案
内
が
往

復
ハ
ガ
キ
で
届
き
ま
し
た
。
母
校
の
同
窓
会

が
名
簿
を
発
刊
す
る
と
思
い
、
返
信
用
ハ
ガ

キ
で
出
版
会
社
に
申
し
込
み
を
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
友
人
か
ら
「
正
規
の
同
窓
会
名
簿

で
は
な
い
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
解
約
す

る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

〈
回
答
〉
出
版
会
社
に
対
し
、
簡
易
書
留
で
解

約
通
知
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
電
話
で
の
申
し

入
れ
で
は
、
つ
な
が
ら
な
い
場
合
が
あ
り
、

証
拠
も
残
り
ま
せ
ん
。
正
規
の
同
窓
会
名
簿

通
知
と
勘
違
い
さ
せ
て
、
名
簿
を
販
売
す
る

事
例
で
す
が
、
実
際
に
届
い
た
名
簿
の
掲
載

者
数
は
、
卒
業
者
数
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
同
窓
会
名
簿
の
お
知
ら
せ
が
届
い
た
ら
、

内
容
を
よ
く
読
み
ま
し
ょ
う
。「
学
校
・
同
窓

会
と
の
関
係
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
」
な
ど
と

書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
注
意
を
呼
び
掛
け
て
い
る
大
学
や
高

校
も
数
多
く
あ
り
ま
す
。
学
校
に
問
い
合
わ

せ
る
の
が
確
実
で
す
。

同
窓
名
鑑
の
案
内
ハ
ガ
キ

福祉医療費の受給資格者証
８月から新しくなります
　重度心身障害者、高齢重度障害者、母子・父子家庭など

の「福祉医療費受給資格者証」は、７月31日㈯が有効期限。

母子・父子家庭などは更新手続きが必要です。まだ更新手

続きが済んでいない人は、７月中に必ず手続きを。８月１

日㈰からは、７月下旬に郵送する新しい受給資格者証を

使用してください。

　今回の更新から、重度心身障害者と母子・父子家庭など

の受給資格者証に、新たに公費負担者番号を表記。また、

受給資格者番号も変更になります。

　なお、子どもの受給資格者証の更新は行いません。

■受給資格者証は大切に
　受給資格者証は次の点に注意し、大切に扱いましょう。

①古い受給資格者証は、８月１日㈰以降に市役所国民健

康保険課か各支所・出張所へ返却するか、責任を持って処

分してください。

②医療機関で受診するときは、医療保険証と共に受給資

格者証も必ず窓口へ提示する。

③住所、氏名、加入している医療保険などに変更があった

ときは、14日以内に届け出る。

④ほかの市町村へ転出するときは、市役所国民健康保険

課か各支所へ受給資格者証を返却する。

■福祉医療の対象者は申請を
　福祉医療費の各制度と、申請に必要な物は次のとおり

です。なお、県内からの転入者で前住所地でも福祉医療費

を受給していた人は、前住所地の市町村発行の「福祉医療

費受給資格者証交付状況証明書」も必要です。

�子ども（満15歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の子）…①保険証

�重度心身障害者・高齢重度障害者…①身体障害者手帳

（１級・２級）、療育手帳（Ａ）、年金証書（障害年金１級）、特別

児童扶養手当（１級）、ＩＱ35以下を証明する書類のいず

れか②保険証

�母子・父子家庭など（満18歳に達する日以後の最初の３

月31日までの子と母か父など）…①母か父に所得税が課

せられていないことを証明する書類②本市に本籍がない

人は戸籍謄本③保険証

問い合わせは　国民健康保険課　☎898−6253

　
自
己
負
担
割
合
の
見
直
し
と
保
険
証
な
ど
の
更
新

新しい保険証と受給者証


